
大和市告示第５８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１９条第１項の規定により、横浜市との境界に係る道

路の管理について、次のとおり協定を締結した。 

令和５年３月２４日 

大和市長 大 木  哲   

 

１ 締結年月日 

令和５年３月３日 

２ 管理対象施設等 

名称 所在地 管理者 

鶴瀬橋 大和市下鶴間字乙四号２２４５番７ 横浜市 

目黒橋 大和市下鶴間字乙四号２３０６番５ 大和市 

上瀬谷橋 大和市深見字城ケ岡１９番２ 横浜市 

中島橋 大和市深見字島津９２２番２ 横浜市 

深瀬橋 大和市深見字坊ノ窪２１０６番２ 横浜市 

入村橋 大和市深見字入村３０８４番２ 大和市 

鹿島橋 大和市深見字入村３１３３番４ 大和市 

宮久保橋 大和市上和田字三貫目１１００番３ 大和市 

下分橋 大和市上和田字桜山２４１２番４ 横浜市 

緑橋 大和市下和田字上ノ松４９番４５ 大和市 

 


